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 居住費／月 …… E    61,980

単

　

位

　

数

670 単位 740 単位

単位

237,206 262,562

単位

213,485 236,305

単位 28,953 単位

単位 28,142 単位

単位 24,620 単位 26,870 単位

単位

26,484

 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)／月 …… ⑦

 口腔衛生管理加算(Ⅰ)／月 …… ⑧

 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)／月 …… ⑦

 口腔衛生管理加算(Ⅰ)／月 …… ⑧

10

90

単位

単位

要介護５

単位

単位 4,333 単位 4,729 単位 5,104 単位

31,599 単位 34,104 単位 36,538

2,066 円／日)

 看護体制加算(Ⅱ)ロ／日 …… ③ 8 単位

 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ／日 …… ④ 18 単位

 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)／月 …… ⑥ 40 単位

 日常生活継続支援加算(Ⅰ)／日 …… ⑤ 46 単位

単位

292,068

　合計／月 …… A＝⑨+⑩

271,990 297,347 324,521 350,248 375,245

5,468

267,612

単位

サービス利用料金表 【 １割負担の方 】

886 単位 955

28,100 単位単位

単位

27,450 915 円／日)

305,443

339,382289,018 314,374

4,946単位

28,902

26,030

260,116 282,936

4,212

49,500

315,223 337,720

特別養護老人ホーム聖ヨゼフの園

適用期間：令和8年6月１日～

区　　　　　　　分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

802 単位 871 単位 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)／日 ……  ① 589 単位

（月 額）

659

多床室

単位 732

 介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ)／月 …… ⑩＝⑨×0.176 3,964

単位

 介護サービス費用／月 …… B=A×10.27

 うち介護保険から給付される額 …… C＝B×0.9 244,791

 食   費／月 …… F

 うち介護保険から給付される額 …… C＝B×0.9

区　　　　　　　分

 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)／日 ……  ① 815 単位

ユニット型個室
（月 額）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

 看護体制加算(Ⅰ)ロ／日 …… ② 4 単位

単位31,070　　　　　  　小計／月 …… ⑨＝(①～⑤)×30+⑥＋⑦＋⑧ 22,520

単位

1,650 円／日)

基本利用料／月 …… D＋E＋F 100,671

 居住費／月 …… E    

33,046

103,207 105,852 108,388 110,889

単位

 介護サービス費用／月 …… B=A×10.27

 自己負担額 …… D＝B－C 23,721 26,257 31,438 33,939

単

　

位

　

数

　合計／月 …… A＝⑨+⑩ 23,097 単位 25,566

21,740

13

　　　　　  　小計／月 …… ⑨＝(①～⑤)×30+⑥+⑦+⑧

36 単位

10

90

単位

単位

　注１）月額は、30日分の金額です。

30,611

 看護体制加算(Ⅱ)ロ／日 …… ③ 8 単位

4 単位 看護体制加算(Ⅰ)ロ／日 …… ②

 日常生活継続支援加算(Ⅰ)／日 …… ⑤

3,826 単位

単位

40 単位 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)／月 …… ⑥

4,581

 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ／日 …… ④

単位

 介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ)／月 …… ⑩＝⑨×0.176 3,457

23,930 単位19,640 単位

＿＿＿＿＿初期加算：30単位／日、外泊時費用：246単位／日、療養食加算：6単位／回（１日３回限度）

29,000

 自己負担額 …… D＝B－C 27,199 29,735 35,025 37,52532,453

　注４）小数点以下の端数処理について、単位数の算定の際は「四捨五入」、算定された単位数から金額に換算する際は「切り捨て」を行います。

 食   費／月 …… F 49,500 1,650 円／日)

基本利用料／月 …… D＋E＋F 138,679 141,215 143,933 146,505 149,005

　　　     なお、７割未満となった場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 22単位／日を算定します。

　注３）日常生活継続支援加算は、算定月の前6ヶ月又は12ヶ月における新規入所者のうち、要介護４、５の方が７割以上の場合に算定します。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_死亡日前日：680単位／日、死亡日:1,280単位／日

＿＿＿＿＿看取り介護加算：死亡日45日前～31日前：72単位／日、死亡日30日前～4日前：144単位／日、死亡日前々日：680単位／日、

　注２）該当するご利用者には、次の単位数が小計に加算されます。


